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令和７年第７回廿日市市農業委員会総会議事録

１．日 時 令和７年７月７日（月）

午前１０時００分開会 午前１１時００分閉会

２．場 所 山崎本社 みんなのあいプラザ（廿日市市総合健康福祉センター）

３階 講座室

３．出席委員（農業委員 １４名）

（推進委員 １０名）

４．欠席委員（ ２名）

５．議事録署名委員

６．会議に出席した委員以外の者

７．服務のため出席した者

８．会議に諮った議題

《審議事項》

⑴ 議案第 28 号 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地利用

促進計画について

⑵ 議案第 29 号 農地法第３条の規定による許可申請について

⑶ 議案第 30 号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

⑷ 議案第 31 号 非農地証明交付申請について

１番 河井 孝之 ２番 木浦 紀幸 ３番 神鳥 正貴

４番 是佐 惠美子 ５番 松井 祥壮 ６番 梶原 安行

７番 山田 政則 ８番 岩木 國明 ９番 古川 憲吾

１０番 吉田 雅子 １１番 中谷 純子 １２番 中田 安義

１３番 岡 真由美 １４番 岩本 博志

推進委員 登 宏太郎 推進委員 中山 憲治 推進委員 岡村 昭男

推進委員 中田 進 推進委員 堀田 良昭 推進委員 三田 邦男

推進委員 小西 礼子 推進委員 松井 辰夫 推進委員 田丸 和也

推進委員 安井 多佳子

推進委員 清水 透 推進委員 倉本 良夫

２番 木浦 紀幸 ３番 神鳥 正貴

農 業 委 員 会 事 務 局 長 齋藤 千文

次 長 竹上 教東

主 事 前田 桂巳子

（佐伯支所） 次 長 藤本 秀樹

（吉和支所） 主 事 眞鍋 秀

（宮島支所） 主 任 榎 浩子

（大野支所） 主任主事 泉 勝
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《報告事項》

⑴ 報告第 1 号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出について

⑵ 報告第 2 号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について

⑶ 報告第 3 号 農地法第４条第１項第７号の規定による届出受理処分

取消の専決処理について

９．その他

（開会 午前１０時００分）

事務局

岩本会長

議長

事務局

初めに岩本会長の挨拶の後、会長が議長として議事を進行さ

れます。よろしくお願いします。

ただいまから、令和７年第７回廿日市市農業委員会総会を開

会いたします。

本総会の成立を申し上げます。本日の出席委員は１４名でご

ざいます。全員出席でございますので、農業委員会等に関する

法律第２７条第３項の規定により、本総会は成立をしておりま

す。

続いて、議事録署名委員の指名を行います。

廿日市市農業委員会会議規則第２０条第２項の規定に基づ

き、２番の木浦委員さん、３番の神鳥委員さんのご両名にお願

いをいたします。

それでは、議事に入ります。

まず初めに、審議事項に入ります。

議案第２８号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用促進計画について議案とします。説明をお願いし

ます。

議案第２８号、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づ

く農用地利用促進計画の利用権貸借について、座って説明をさ

せていただきます。

議案書は、３ページから５ページになります。

番号６０番、農地の所在は、津田字久保田、登記地目は田で、

面積は、１筆の１，４６１平方メートルで、利用目的は畑です。

期間は、公告日の翌日から令和１２年１２月３１日までの賃貸

借の新規設定を行うものです。

次に番号６１番、農地の所在は永原字大久保、登記地目は田

で、面積は、２筆の１，６９８平方メートルで、利用目的は畑

です。期間は、公告日の翌日から令和８年１２月３１日までの

使用貸借の新規設定を行うものです。

番号６２番と６３番は関連案件です。農地の所在は玖島字長

谷、登記地目は田で、面積は、合計２筆の４，４５７平方メー

トルで、利用目的は畑です。期間は、公告日の翌日から令和１

２年１２月３１日までの賃貸借の新規設定を行うものです。

次に番号６４番、農地の所在は浅原字下保曽、登記地目は田
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議長

松井推進委員

議長

三田推進委員

で、面積は、１筆の６１２平方メートルで、利用目的は畑です。

期間は、公告日の翌日から令和１２年１２月３１日までの使用

貸借の新規設定を行うものです。

次に番号６７番、農地の所在は玖島字上平谷、登記地目は田

で、面積は、２筆の２，０３０平方メートルで、利用目的は田

です。期間は、公告日の翌日から令和１２年３月３１日までの

使用貸借の新規設定を行うものです。

次に番号６８番、農地の所在は玖島字下平谷、登記地目は田

で、面積は、２筆の４，６３１平方メートルで、利用目的は田

です。期間は、公告日の翌日から令和１２年３月３１日までの

使用貸借の新規設定を行うものです。

本件はいずれも、地元地区担当委員と事務局職員で現地調査

を行い、内容を精査しましたところ、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条の各要件を満たしていると考えます。

以上で、議案第２８号、農地中間管理事業の推進に関する法

律に基づく農用地利用促進計画の利用権貸借についての説明を

終わります。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、地元地区担当委員の意見をお伺いいたします。６

０番について松井委員さんお願いいたします。

推進委員の松井です。議案第２８号、番号６０について、着

座にて説明をいたします。現地には、令和７年６月１５日に、

市職員及び松井農業委員並びに私、推進委員の３名で確認をし

ました。申請地ですが、佐伯支所から県道３０号を西方１．２

キロメートル付近に産地直売市場がありますが、その手前を左

折して南進方向１００メートル付近でございます。所在地は字

久保田の１筆で、面積は１，４６１平方メートルとなっており

ます。申請内容ですが、実はこの３月の総会で、ご審議いただ

きました土地に隣接する１筆であろうかと思います。現況の畑

を利用権の設定を受ける○○さんですね、現状のまま有償によ

り耕作使用する。農用地利用集積計画の申請でございます。確

認時には、前任者が耕作されており整地されたままの状態でご

ざいました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございました。それでは、６１番について、

三田委員さんお願いいたします。

推進委員の三田です。６１番について説明をいたします。場

所は永原のジュンテンドー佐伯店の裏側付近に当たります。６

月１８日に、事務局、河井委員、小西さん、私の合計４名で現

場の確認を行っております。農地を借り受ける耕作者、○○さ

んは京都に籍があるのだそうですが、２筆、約１，７００㎡を

借り受けて野菜を作付されるものであります。種類といたしま
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議長

８番委員

議長

安井推進委員

議長

６番委員

しては、芋類とかトマトなど今計画されているようです。耕作

面積は非常に広いですが、現場までの車の乗り入れや、日当た

りも非常によくて、水路もありますので特に問題はないと考え

ております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。以上で

す。

はい、ありがとうございました。それでは、６２番、６３番

について、岩木委員さんお願いいたします。

８番の岩木です。番号６２、６３番の２件の現地確認の報告

をいたします。農地中間管理事業の推進化に関する利用促進計

画でございます。議案書は、３ページと４ページになります。

６月１７日に、事務職員の１名の方と堀田推進委員と私で、現

地確認をいたしました。現地は玖島楢原の信号機から約２キロ

メートルぐらい行ったところの県道沿いでございます。湯来方

面へ行ったところでございます。所有者は○○さんですが、高

齢でもう耕作困難ということです。耕作者の○○さんは、現在、

そこの土地は遊休地になっておりますので、すぐに耕作するこ

とにはならないとは思うのですが、今現在、○○さんはネギを

栽培されております。うまくいけば、ネギの産地になるのでは

ないかと思うぐらいの面積があろうかと思います。何ら問題な

いと思いますのでよろしくご審議ほどお願いします。以上です。

はい、ありがとうございました。それでは、６４番について、

安井委員さんお願いいたします。

推進委員の安井です。番号６４について説明します。６月１

７日、古川委員、事務局、私の計３名で現地確認をしました。

場所は津田から浅原に行く途中、トンネルの手前３００メート

ルぐらいのところです。昨年まで○○さんの農地を借りて、○

○さんがニンジンなど植えられておりましたが難しくなり、引

き続き○○さんが作られることになりました。現地を見に行っ

た際には緑肥が植えられており、草刈りをすれば、すぐ野菜が

植えられる状態になっていました。小瀬川と県道に挟まれた間

にあり、よく管理されておりましたので、特に問題はないと思

います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございました。それでは６７番、６８番に

ついて、梶原委員さんお願いいたします。

６番の梶原でございます。６７番、６８番について報告をい

たします。６月２０日に清水委員と事務局とで現地確認を行い

ました。場所は玖島の北のほうで大峯山の麓でございまして、

確認に行きました時にはもう既に２件とも作付をされておりま

した。何ら問題はないものと思います。よろしくお願いいたし
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議長

議長

議長

事務局

議長

三田推進委員

ます。

はい、ありがとうございました。それでは、この７件につき

まして、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りします。

議案第２８号について、異議なしとして回答することに異議

はございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第２８号について、異議なしとして回

答することに決定をいたします。

続きまして、議案第２９号、農地法第３条の規定による許可

申請について議案とします。説明をお願いいたします。

議案第２９号、農地法第３条の規定による許可申請について

説明させていただきます。議案書は７ページ、８ページになり

ます。

番号１３３番、農地の所在は、永原字小坂、登記地目は田で、

５筆の２，７９１平方メートルの申請です。権利の移転理由は、

譲渡人は労力不足により耕作困難、譲受人は購入する自宅に隣

接し、新たに耕作を始めるためで、有償の所有権移転です。

次に、番号１３６番、農地の所在は、津田字岩倉、登記地目

は田及び畑で、１４筆の５，０８５平方メートルの申請です。

権利の移転理由は、農業経営をそれぞれ引き継ぎを行うためで、

無償の所有権移転です。

本件はいずれも、保有する機械等から判断して、農地取得後

も全ての農地を耕作するものと認められ、申請地周辺の農地の

利用に支障が生じることは考えられないため、農地法第３条第

２項各号には該当せず、許可要件を満たしていると考えます。

以上で、議案第２９号、農地法第３条の規定による許可申請

について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいた

します。

それでは地元地区担当委員の意見をお伺いします。１３３番

について三田委員さんお願いいたします。

はい、１３３番について説明をいたします。場所は永原字小

坂というところで、友和と玖島の境付近に当たります。６月１

８日に、事務局と河井委員、小西さんと私の４名で現場の確認

を行っております。譲渡人の○○さんですが、既に嫁がれてお
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議長

松井推進委員

議長

議長

議長

りまして、お父さんは既に亡くなられ、お母さんも高齢施設に

入所されるということで、身辺整理を行うため、廿日市の空き

家バンクに登録されていたところへ、農業をやってみたいとい

う方が現れました。農地付きの家を探しておられた所に、ちょ

うど空き家バンクに登録された今回の該当地で耕作をしてみた

いということになり、家と農地を売り渡す事になりました。購

入する家は多少手を加えなければいけないと思われましたが、

農地は家の周辺に広がっておりまして、日当たりも非常に良好

で、農道や水路も農地の周りに来ており、特に申し分ないと思

いますので、ご審議のほどをよろしくお願いいたします。以上

です。

はい、ありがとうございました。１３６番について松井委員

さんお願いいたします。

推進委員の松井です。議案第２９号、番号１３６について、

着座にて説明をいたします。６月１９日に、市職員の方及び松

井農業委員さんと私、計３名で現地を確認しました。申請地で

すが、佐伯支所から県道３０号を栗栖方面に約３キロ進んで、

そこから、市道を７０メートルぐらい入ったところにあるのが

１か所。また、県道２９０号をこれは所山地区のほうに行くの

ですが、そこを約１００メートルぐらい進んだところに、右折

して同じく１００メートルぐらい入った一帯で、場所は廿日市

市津田字岩倉ほか１３筆で、計１４筆ですけど、田及び畑の５，

０８５平方メートルでございます。申請地の１４筆は現状、田

及び畑を無償で所有権移転し、譲受人が耕作しようとする申請

でございます。現地確認時には申請地の田及び畑は前任者が耕

作しておりまして、田んぼが数か所、苗が植えてあった状態と

思います。前任者の状態のまま耕作するため、特に近隣の方に

影響を及ぼすということは考えにくく、この申請は、認めても

いいのではないかと思っております。ご審議のほどよろしくお

願いいたします。以上です。

はい、ありがとうございました。それではこの２件につきま

して、ご意見、ご質問等があればお願いいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りします。議案第２９号につ

いて許可することに異議はございませんか。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第２９号について許可することに決定
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事務局

議長

８番委員

議長

をいたします。

続きまして、議案第３０号、農地法第５条第１項の規定によ

る許可申請について議案とします。説明をお願いいたします。

議案第３０号、農地法第５条第１項の規定による許可申請に

ついて、説明させていただきます。議案書は、９ページになり

ます。

番号１３４番、農地の所在は、玖島字壱町田日浦、登記地目

は田で、面積は１筆の１，００８平方メートルの申請です。転

用理由は、住宅として利用するための申請です。

次に、番号１４０番、農地の所在は、友田字氏森、登記地目

は田及び畑で、面積は７筆の１，５３１平方メートルの申請で

す。転用理由は、資材置場及び駐車場として利用するための申

請です。

本件は、書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地

調査を行い内容を精査したところ、事業規模から見て適切な面

積であり、本件の許可により周辺農地への被害や悪影響はない

ものと考えます。

以上で、議案第３０号、農地法第５条第１項の規定による許

可申請について説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。

それでは地元地区担当委員の意見をお伺いします。１３４番

について岩木委員さんお願いいたします。

８番の岩木です。番号１３４の５条の申請について、ご報告

いたします。議案書は９ページでございます。申請地は、先ほ

ど言いました玖島楢原信号機から湯来方面に約１キロぐらい行

ったところになります。農事組合法人の佐伯事務所があります

ところの北側に道一つ隔てたところの場所でございます。６月

１７日に事務局員１名の方と堀田推進委員と私とで現地確認を

いたしました。譲渡人、○○さんは、少し体調不良ということ

で、耕作ももう思うようにできないため、譲受人、○○さんが、

今回新築を建設するための申請でございます。申請地は、１筆

の面積が約２，０００㎡を少し超えていましたので、それを分

筆されて、１，０００㎡ぐらいの面積にされております。分筆

登記も済まされて建設申請になっております。５条申請の各種

書類等も提出されていました。今回、３月総会において利用権

設定をしておったわけですが、合意解約の手続をされて処理済

みです。再申請の手続は今はしておられません。何ら問題はな

いと思われますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。

以上です。

ありがとうございました。それでは、１４０番について小西

委員さんお願いいたします。
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小西推進委員

議長

議長

議長

事務局

議長

推進委員の小西です。番号１４０番、農地法第５条の規定に

よる許可申請について説明いたします。６月１８日に河井委員、

三田委員、事務局１名、小西の４名で現地確認を行いました。

場所は、友田字氏森で、近くには速田神社があります。申請理

由は、資材置場、駐車場として利用するためです。現地確認し

たところ、周囲に農地がなく悪影響を及ぼすような状況はない

と判断いたしました。許可申請について、よろしくご審議のほ

どお願いいたします。以上です。

はい、ありがとうございました。それでは、この２件につき

まして、ご意見、ご質問等があればお願いをいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りします。

議案第３０号について許可することに異議はございません

か。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第３０号について許可することに決定

をいたします。

続きまして議案第３１号、非農地証明交付申請について議案

とします。説明をお願いします。

議案第３１号、非農地証明交付申請について説明させていた

だきます。議案書は１０ページになります。また、追加資料と

して、現地確認写真の議案第３１号資料①も併せてご覧くださ

い。

番号１３５番、農地の所在は、永原字上中組、登記地目は畑

で、面積は２筆の１５７平方メートルの申請です。

本件は書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で現地調

査を行い、内容を精査しましたところ、現地は山林の様相を呈

しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著し

く困難な土地であると認められましたので、農地法に関する各

種証明事務取扱ガイドラインの農地法第２条第１項の「農地」

に該当するか否かの判断基準を準用し、非農地である旨の証明

は可能と考えます。

以上で、議案第３１号、非農地証明交付申請について説明を

終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは地元地区担当委員の意見をお伺いします。１３５番

について三田委員さん、お願いいたします。
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三田推進委員

議長

議長

議長

事務局

議長

はい、説明をいたします。先ほど３条の１３３番に関連しま

すこの内容は、農地が山林化しているということで申請を出さ

れたのですが、現場に行ってみると、農地の形が一切ありませ

んでした。もう西も東も全く分からないというところで、もう

山林に変更しても特に問題はないと思っております。以上です。

はい、ありがとうございました。それでは、この件につきま

して、ご意見、ご質問等があればお願いをいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

意見がないようですので、お諮りします。

議案第３１号について、証明することに異議はございません

か。

≪委員より異議等なし≫

異議なしと認め、議案第３１号について証明することに決定

をいたします。

続きまして、報告事項に入ります。報告第１号、農地法第４

条第１項第７号の規定による届出について、報告します。説明

お願いします。

報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出に

ついて、報告させていただきます。議案書は１１ページになり

ます。

今月の報告は、令和７年５月１２日から６月１０日までの間

に受理した３件です。詳細の説明は、省略させていただきます。

番号１１９番、１２１番及び報告第２号の番号１２０番につ

いては、関連案件となります。本件について書類審査後、地元

地区担当委員と事務局職員で現地調査を行い、内容を精査しま

したところ、適法であると認めましたので、農地法に係る事務

処理要領により、事務局長が専決処理を行い、受理通知書を交

付したものです。

以上で報告第１号、農地法第４条第１項第７号の規定による

届出について報告を終わります。

はい、この件につきまして質疑等があればお願いをいたしま

す。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫
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議長

事務局

議長

議長

事務局

議長

質疑がないようですので報告第１号を終わります。

報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて報告をいたします。説明をお願いします。

報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による届出に

ついて、報告させていただきます。議案書は１２ページ、１４

ページになります。

今月の報告は、令和７年５月１２日から６月１０日までの間

に受理した７件です。詳細の説明は省略させていただきます。

番号１２０番と先ほど報告いたしました第１号の１１９番、

１２１番は関連案件となります。

それから番号１２２番、１２３番は関連案件です。

番号１０８番、１２４番については、以前の所有者が農地転

用の手続を行わず利用していたため、顚末書が提出されていま

す。

本件について書類審査後、地元地区担当委員と事務局職員で

現地調査を行い、内容を精査しましたところ、適法であると認

めましたので農地法に係る事務処理要領により、事務局長が専

決処理を行い受理通知書を交付したものです。

以上で報告第２号、農地法第５条第１項第６号の規定による

届出について報告を終わります。

はい、この件について質疑等があれば、お願いをいたします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫

質疑がないようですので報告第２号を終わります。

報告第３号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出の

受理処分取消の専決処理について報告します。

報告第３号、農地法第４条第１項第７号の規定による届出の

受理処分取消の専決処理について報告させていただきます。

議案書は１５ページになります。

今回の報告は、令和７年５月１２日から６月１０日までの間

に処分を行った１件です。詳細の説明は省略させていただきま

す。

以上で報告第３号、農地法第４条第１項第７号の規定による

届出の受理処分取消の専決処理について報告を終わります。

はい、それではこの件について、質疑等があればお願いをい

たします。

ございませんか。

≪委員より質疑等なし≫
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（閉会 午前 １１ 時００ 分）

以上のとおり会議の顛末を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名

する。

令和７年８月５日

議事録署名者

廿日市市農業委員会会長（議長)

廿日市市農業委員会委員（ ２番委員)

廿日市市農業委員会委員（ ３番委員)

議長 質疑がないようですので報告第３号を終わります。

そのほかご意見、ご質問等はございませんか。

はい、それでは特にないようですので、以上で本日の総会を

終了いたします。委員の皆様には慎重にご審議いただき、あり

がとうございました。

次回の令和７年第８回農業委員会総会は、８月５日火曜日、

午前１０時から、市役所７階の会議室で行います。


